
 75 

  ５．高齢者福祉と介護保険（ちゃーがんじゅう課） 

わが国の高齢化は他国に例のないスピードで進んでおり、既に国民の3割弱が高齢者で、令和7年には団

塊の世代が75歳以上となり、さらに令和22年には団塊ジュニア世代が65歳以上となるなど、今後も高齢

化が進行することが予想されます。 

本市における65歳以上の高齢者は、令和７年３月末現在78,461、総人口(312,021人)に対する高齢者の

人口比率は約25.1％となっており、75歳以上の比率が増加しています。 

高齢化の進行により高齢者単身世帯や夫婦世帯、認知症高齢者の増加も見込まれるなど、介護需要がさ

らに増加・多様化することが想定される一方で、現役世代の減少により、介護や支援の担い手の確保が全

国的に深刻化することが予想され、介護保険制度の役割は今まで以上に大きくなっています。このように

全国的に高齢化が進行するなか、国は、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立して日常生活を営むこ

とができるよう、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステ

ム」の深化・推進等を掲げ、高齢化を支える地域づくり等を推進しています。 

本市では、高齢者自身が地域を支える中で生きがいと活力に満ちた暮らしを実現できるよう、令和５年

度策定の｢第９次なは高齢者プラン｣で掲げる、「高齢者がいきいきと、支えあいのある地域の中で、安心

して暮らせるまち」の理念実現に向け、高齢者の自立した生きがいのある生活を支援するための施策や、

要介護状態になっても安心して暮らせる介護保険制度の充実強化を推し進めていきます。  

 

                 本市の高齢者人口の推移        (各年度末 単位:人) 

＊ 高齢化率 :65歳以上人口÷総人口 

 

１）介護保険事業 

急速な高齢化の進展に伴う寝たきりや認知症等、介護や支援の必要な高齢者の急増、家族の介護機能の

低下など高齢者介護の問題は老後の最大の不安要因となっています。介護保険制度は、これまで本人や家

族が抱えていた介護の不安や負担を、社会全体で支えあうために創られた制度です。 

被保険者  第１号被保険者:市内に住所を有する65歳以上の者。 

                原因を問わず、介護や日常の支援が必要になった場合には市の認定を

受け、介護保険のサービスが利用できる。 

第２号被保険者:市内に住所を有する40歳以上65歳未満の者。 

                老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や日常の支援が必要と

なった場合に、市の認定を受け、介護保険のサービスが利用できる。 

財源構成  (令和６年度～令和８年度) 

 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 
伸び率 

対前年度 

総人口 319,012 317,191 315,539 313,463 312,021 -0.46％ 

65歳以上 75,684 76,706 77,070 77,862 78,461 0.77％ 

65歳以上

75歳未満 
39,085 39,956 38,919 38,706 37,931 -2.00％ 

75歳以上 36,599 36,750 38,151 39,156 40,530 3.51％ 

高齢化率 23.7％ 24.2％ 24.4％ 24.8％ 25.1％ - 
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第９期(令和６年度～令和８年(2026)年度) 第１号被保険者保険料(年額) 

所得段階 対 象 者 保険料割合 
保険料年額 

(月額)  

第１段階 

・生活保護受給者、または、世帯全員が市町村民税非課税で老齢福

祉年金受給者 

・世帯全員が市町村民税非課税で、前年の「その他合計所得金額 

（※１）＋課税年金収入額」が80.9万円以下の者 

基準額× 

0.285 

23,520円 

(1,960円) 

第２段階 
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の「その他合計所得金額＋課

税年金収入額」が80.9万円を超え120万円以下の者 

基準額× 

0.485 

40,020円 

(3,335円) 

第３段階 
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の「その他合計所得金額＋課

税年金収入額」が120万円を超える者 

基準額× 

0.685 

56,532円 

(4,711円) 

第４段階 
本人が市町村民税非課税（世帯に課税者がいる）で、前年の「その

他合計所得金額＋課税年金収入額」が80.9万円以下の者 

基準額×

0.9 

74,268円 

(6,189円) 

第５段階

(基準額) 

本人が市町村民税非課税（世帯に課税者がいる）で、前年の「その

他合計所得金額＋課税年金収入額」が80.9万円を超える者 

基準額×

1.0 

82,512円 

(6,876円) 

第６段階 

本
人
が
市
町
村
民
税
課
税
で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
（
※
２
）
が 

120万円未満 
基準額×

1.12 

92,424円 

(7,702円) 

第７段階 120万円以上210万円未満 
基準額×

1.25 

103,140円 

(8,595円) 

第８段階 210万円以上320万円未満 
基準額×

1.50 

123,768円 

(10,314円) 

第９段階 320万円以上420万円未満 
基準額×

1.70 

140,280円 

(11,690円) 

第10段階 420万円以上520万円未満 
基準額×

1.90 

156,780円 

(13,065円) 

第11段階 520万円以上620万円未満 
基準額×

2.10 

173,280円 

(14,440円) 

第12段階 620万円以上720万円未満 
基準額×

2.40 

198,036円 

(16,503円) 

第13段階 720万円以上1,000万円未満 
基準額×

2.60 

214,536円 

(17,878円) 

第14段階 1,000万円以上1,500万円未満 
基準額×

2.80 

231,036円 

(19,253円) 

利 用 者 負 担 (１～３割) 

公
費 

国･県の負担金 

保
険
料 

第１号被保険者保険料 

37.5% 23% 

市の負担金 第２号被保険者保険料 

12.5% 27% 
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第15段階 1,500万円以上2,000万円未満 
基準額×

2.90 

239,292円 

(19,941円) 

第16段階 2,000万円以上 
基準額×

3.00 

247,536円 

(20,628円) 

※１・・・「その他合計所得金額」とは、※２の「合計所得金額」から公的年金所得を控除した額のことを

指します。 

※２・・・「合計所得金額」とは、収入から公的年金控除・給与所得控除・必要経費を控除した額（一般的

な合計所得金額）から、さらに長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額のことを指し

ます。 

・令和６年度以前の第1・2・4・5段階の基準となる課税年金収入額の合計は80万円でしたが、令和７年

度以降は80.9万円へ変更となります（介護保険法施行令の一部改正による）。 
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要介護認定者数の推移 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

要介護認定者数 14,829 15,090 15,180 15,379 15,856 

（内第１号被保険者） 14,482 14,744 14,851 15,043 15,533 

認定者に占める第１号

被保険者の割合 
97.7％ 97.7％ 97.8％ 97.8％ 98.0％ 

 

要介護認定者数(令和６年度末現在)    

  

総数 

第１号被保険者 
第２号 

被保険者 総数 
65歳以上 

75歳未満 
75歳以上 

要支援１ 1,497 1,475 244 1,231 22 

要支援２ 2,885 2,804 453 2,351 81 

(経過的)要支援 - - - - - 

要介護１ 2,560 2,523 251 2,272 37 

要介護２ 2,298 2,246 273 1,973 52 

要介護３ 2,380 2,338 273 2,065 42 

要介護４ 2,930 2,878 319 2,559 52 

要介護５ 1,306 1,269 193 1,076 37 

計 15,856 15,533 2,006 13,527 323 

 

介護サービス受給者数の推移(第１号被保険者及び第２号被保険者:単位:人/各年度月平均受給者数) 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

在宅サービス 9,325 9,595 9,697 9,916 10,216 

施設サービス 1,461 1,427 1,396 1,423 1,413 

地域密着型サービス 1,164 1,228 1,305 1,364 1,405 

計 11,950 12,250 12,398 12,703 13,034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人） 
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○サービス費用のめやす 

 

主な種類別在宅介護サービスの給付費(令和６年度実績)  

サービス名 介護給付費年額(千円) 在宅サービスに占める割合(％) 

通所介護 7,697,998 52.4% 

訪問介護 2,582,183 17.6% 

通所リハビリ 1,309,652 8.9% 

特定施設入居者生活介護 1,058,510 7.2% 

福祉用具貸与  737,587 5.0% 

 

２）在宅福祉サービス ～安心できる在宅生活を送るために～ 

 那覇市では、すべての高齢者が自宅で自立した生活を続けられるよう、介護保険サービスとは別に各種

の福祉サービスを実施しています。 

① 高齢者「食」の自立支援事業（事業開始 平成６年６月） 

  自ら食事の準備ができず身寄りによる食事の支援が受けられない高齢者に、週４回以内で昼食を配食

します。その際、安否確認も行っています。 

 

 

 

 

② 軽度生活援助事業（事業開始 平成12年４月） 

軽度生活援助員を派遣し、高齢者の居室内の清掃や食材の買い物等、日常生活の軽度の家事援助を行 

い、自立した生活を継続できるよう支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

主な在宅サービスの支給限度額 

(令和元年10月から)  

施設サービス受給者１人当たり費用月額 

(令和６年度実績) 

介護状態区分 支給限度額(１ヶ月)  種   類 平均費用月額 

要支援１  50,320円  介護老人福祉施設 
31万4,000円 

要支援２ 105,310円  (特別養護老人ホーム) 

要介護１ 167,650円  介護老人保健施設 
33万9,000円 

要介護２ 197,050円  (老人保健施設) 

要介護３ 270,480円  
介護医療院 39万9,000円 

要介護４ 309,380円  

要介護５ 362,170円 

対象者   65歳以上のひとり暮らしや高齢者のみの市民税非課税世帯 

利用回数  週４回以内（月～土のうち４日以内選択） 

利用者負担 １食に付き200円～400円 

 

対象者 介護保険の給付の対象とならない65歳以上のひとり暮らしや高齢者のみの市民税非課税世帯 

利用回数  月４時間以内 

利用者負担 1時間あたり150円（生活保護世帯は免除） 
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③ 老人福祉電話設置事業（事業開始 昭和52年５月） 

日常生活に支障の多い高齢者世帯に、通信連絡手段として福祉電話を貸与して孤独感を和らげます。 

 

 

 

④ 緊急通報システム事業（事業開始 平成５年９月） 

 急病、事故等の緊急時に、電話回線を使用した緊急通報システム機器を用いて通報センターに連絡す

ることにより、速やかな援助を行います。本人からの通報以外に月１回の定期コールを行います（見守

りセンサー設置者へは定期コールはありません）。固定電話を所有していることが条件です。 

 

 

 

 

⑤ 外出支援サービス事業（事業開始 平成12年10月） 

寝たきりや車いすのため、一般の交通機関を利用することが困難な高齢者を、居宅から市内、隣接 

市町村の医療機関等に移送用車両で送迎します。 

 

 

 

 

 

 

⑥ ふれあいコ－ル事業（事業開始 平成15年７月） 

定期的（原則として週３回まで）に電話をかけ孤独感を和らげるとともに安否確認を行います。 

 

 

 

 

 

⑦ 家族介護慰労事業（事業開始 平成13年８月） 

市町村民税非課税世帯で在宅の要介護高齢者等が、要介護4または5の認定期間中の1年間、介護

保険サービスを受けておらず（1週間以内のショートステイ利用を除く）、かつ連続90日以上（または

合算して180日以上）の入院をしていない場合に、主として介護を行っている市町村民税非課税世帯の

同居親族（またはそれに準ずる親族）に、年額10万円の一時金を支給します。 

 

 

 

 

 

 

対象者   電話機を保有しており、電話対応が可能な 65 歳以上の虚弱または閉じこもりがちなひとり暮

らしの方等 

※緊急通報システム事業を利用している方は対象外。 

★申請には、①緊急連絡先の確保 ②住居立入承諾書が必要。 

★申請には、①緊急通報協力員２人の確保 ②住居立入承諾書が必要。 

 

対象者   65歳以上のひとり暮らし等で市民税非課税世帯の方で、電話をお持ちでない方 

利用者負担 通話料金のみ（※別途費用負担が発生する場合があります。） 

対象者   65才以上の慢性疾患等で日常生活上常に注意を要するひとり暮らしの方等 

★申請には、①医師の診断書（診断書は利用者の自己負担） ②緊急通報協力員２人の確保  

③住居立入承諾書が必要。 

対象者   65歳以上で外出時に介助を要し、車椅子やストレッチャー等を必要とする方 

利用回数  月往復２回まで 

利用者負担 片道480円 

移送範囲  ①那覇市内に所在する医療機関、②那覇市に隣接する市町村に所在する医療機関、 

      ③宜野湾市の「沖縄病院」「琉球大学病院」、中城村の「ハートライフ病院」、八重瀬町の「南

部徳洲会病院」 

 

部徳洲会病院」 
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３）施設等 

① 日赤安謝福祉複合施設 (日本赤十字社沖縄県支部  所在地那覇市安謝2-15-2 tel：862-4321) 

「ふれあいプラザ安謝」は、平成５年11月16日に地方分権特例制度の事業指定を受けて、今後の高齢

者社会に向けてノーマライゼイションの観点から、安謝市営住宅の建替事業と同時に、同事業用地内に

特別養護老人ホームを中心に老人デイサービスセンター、保育所及び児童館、老人憩の家の福祉施設を

複合施設として建設したものです。 

  平成25年度より特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンターは日本赤十字社沖縄県支部、保育所

については社会福祉法人郵住協福祉会が運営主体となっております。 

② 安謝児童館･安謝老人憩の家(指定管理：日本赤十字社沖縄県支部) 

将来を担う児童の健全育成を図る児童館と、地域の高齢者に教養の向上及びレクリエーションの場を 

提供する老人憩の家は､世代間の交流ひろばとして共用スペースを中心に一体的に運営するものです｡ 

《施設概要》児童館及び老人憩の家は合築して建設、床面積/833㎡ 

 

③ 養護老人ホ－ムへの入所措置事業（事業開始 昭和47年５月） 

    福祉事務所は、自宅での生活が困難な高齢者を養護老人ホ－ムへ入所措置する事業を行っています。 

対象者 65歳以上の高齢者で、環境上の理由及び経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難

な方（ただし、常時介護が必要な方を除く）。 

 

④ 老人福祉センタ－等管理運営委託事業（事業開始 昭和50年９月） 

   市内に居住する60歳以上の高齢者に対し、健康の増進、教養の向上、レクリエーション等のための便

宜を総合的に供与するとともに、市民の福祉の向上、健康の保持増進及び地域住民の交流の場として提

供する目的で設置されたもので、老人福祉センターが４カ所、老人憩の家が３カ所あります。 

 施設名 

 

壺川老人 

福祉センター 

小禄老人 

福祉センター 

識名老人 

福祉センター 

末吉老人 

福祉センター 

所 在 地 
那覇市壺川２-３-１

１  

那覇市小禄５-４-２ 那覇市識名２-５-５ 那覇市首里末吉町２-

１４ 

敷地面積 2,587.46㎡ 3,373.08㎡ 3,698.00㎡ 3,302.20㎡ 

建物延面積 1,091.31㎡ 799.61㎡ 793.85㎡ 931.98㎡ 

１ 階 590.91㎡ 401.53㎡ 613.38㎡ 493.44㎡ 

２ 階 500.40㎡ 398.08㎡ 180.47㎡ 438.54㎡ 

主
な
施
設
内
容 

１階 

事務室・健康及び生活

相談室・機能回復訓練

室・ラウンジ・休憩

室・男、女浴室・機械

室・陶芸室 

事務室・健康及び生活

相談室・機能回復訓練

室・ラウンジ・男、女

浴室・機械室・陶芸室

（別棟） 

事務室・健康及び生活

相談室・機能回復訓練

室・ﾗｳﾝｼﾞ・男、女浴

室・機械室・大広間・

陶芸室（別棟） 

事務室・健康及び生活

相談室・機能回復訓練

室・ラウンジ・休憩

室・男、女浴室・機械

室・和室 

２階 

教養室・会議室・娯楽

室・図書室・大広間・

多目的ホール 

ラウンジ・娯楽室・図

書館・教養室・大広間 

ラウンジ・娯楽室・図

書館・教養室 

小会議室・ﾗｳﾝｼﾞ・娯

楽室・教養室・大広

間・多目的ホール（2

室） 

建物構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造２階建 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造２階建 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造２階建 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造２階建 
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設置主体 那覇市 那覇市 那覇市 那覇市 

運営主体 
社会福祉法人 陽風

会 

那覇市社会福祉協議

会 

那覇市社会福祉協議

会 

社会福祉法人 陽風

会 

設置の種類 特Ａ型 Ａ型 Ａ型 Ａ型 

開所年月日 昭和56年５月25日 昭和59年４月２日 昭和60年２月１日 昭和50年９月５日 

利用定員 250人 200人 200人 200人 

職  員 
所長・相談員２人（計

３人） 

所長・相談員２人（計

３人） 

所長・相談員２人（計

３人） 

所長・相談員２人（計

３人） 

各種クラブ開

設状況 

古典三線（上級・初

級・入門）・民踊・生

花・琉球舞踊・書道・

陶芸・囲碁・操体法・

民謡三線・太極拳・コ

ーラス・その他 

三線講座・生花・陶

芸・民謡・レク体操・

うたごえ・琉舞・ヨ

ガ・エイサー・太極

拳・その他 

古典・民踊・琉球舞

踊・書道・コーラス・

三線・大正琴・操体

法・太鼓・ヨガ・パソ

コン・その他 

古典三線・民踊・琉球

舞踊・手芸・ペン習

字・囲碁・パソコン・

民謡三線・大正琴・操

体法講座・社交ダン

ス・その他 

電話 ８５３－１１３９ ８５７－７３６５ ８５４－７８７７ ８８６－３５１０ 

開館時間 10時～17時 

休館日 日曜日・祝日（敬老の日を除く。）・慰霊の日・年末年始（12/29～1/3） 

 

施設名 
辻老人憩の家 金城老人憩の家 安謝老人憩の家 

所 在 地 

那覇市辻２－１４－

１辻市営住宅内 

那覇市金城３－５－

４那覇市総合福祉セ

ンター内 

那覇市字安謝２－１

５－１安謝福祉複合

施設内 

建物面積 480.00㎡ 474㎡ 411.94㎡ 

主な施設内容 

健康増進室・事務

室・ホール・会議室

（２階）・大広間・

浴室（男女）・談話

室 

健康増進コーナー・

大広間・調理実習

室・浴室（男女） 

大ホール・中広間・

事務室・浴室（男

女）・談話室 

 

設置主体 那覇市 那覇市 那覇市 

運営主体 
社会福祉法人 陽風

会 

那覇市社会福祉協議

会 

日本赤十字社沖縄県

支部 

開所年月日 平成３年10月 平成７年３月 平成10年４月 

利用定員 100人 100人 100人 

職  員 
所長・相談員２人（計

３人） 

所長・相談員２人（計

３人） 

所長・相談員２人（計

３人） 
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各種クラブ開設状況 

三線・琉舞・社交ダ

ンス・コーラス・健

康体操・フラダン

ス・レク体操・太極

拳・囲碁・ヨガ・そ

の他 

琉舞・日舞・エアロ

ダンス・ヨガ・健康

体操・グランドゴル

フ・書道・卓球・コ

ーラス・ウクレレ・

その他 

三線・琉舞・レクダ

ンス・書道・民謡三

線・民踊・卓球・太

極拳・グランドゴル

フ・その他 

電 話 ８６４－０５８０ ８５９－００９９ ８６２－４３４１ 

開館時間 １０時～１７時 １０時～１８時 １０時～１８時 

休館日 
日曜日・祝日（敬老の日を除く。）・慰霊の日・年末年始（12/29

～1/3） 

 

年度別老人福祉センター・憩の家利用者状況 

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

年間利用 

延べ人員 
199,820人 60,485人 47,962人 108,860人 126,638人 138,245人 

 

４）その他の事業 

① 介護用品支給事業（事業開始 平成16年４月） 

在宅で介護度４又は５の高齢者を介護している家族で、本人世帯及び主介護者世帯が市民税非課税世

帯のうち、常時紙おむつ及び尿取りパットを必要とする高齢者を介護している家族に対し、経済的負担

を軽減するため年間10万円相当（月額8,333円）の介護用品を支給します。 

 

② シルバ－ハウジング生活援助員派遣事業（事業開始 平成10年4月） 

安謝・石嶺・久場川市営住宅のシルバーハウジング（高齢者世話付き住宅）に居住する高齢者に対し、

生活援助員を派遣して日常生活の指導や相談、安否確認、一時的な家事援助、緊急時対応等のサービス

を行うとともに、緊急通報システム事業を行います。 

※入居申請と審査は市営住宅課にて行います。 

 

③ 福祉バス運行事業（事業開始 平成11年5月） 

60歳以上または障がいのある市民の方を対象に、積極的な社会参加を支援し、健康づくりや生きがい

づくりを目的として、市内の福祉施設等を巡回する福祉バス「ふくちゃん号」を無料運行しています。 

 

④ 那覇市シルバ－人材センタ－運営補助（事業開始 昭和57年4月） 

高齢者が共働、共助しあい、就業を通して生きがいの発見や社会参加を図ることを目的とする団体で、

健康で働く意欲のある60歳以上の方なら誰でも会員になれます。那覇市はその運営及び企画立案事業に

対し補助金を交付し、運営の相談指導を行います。 

① 所在地  那覇市銘苅二丁目３番１号 なは市民協働プラザ３階   

② 電話番号 ９４３－５６５８ 

③ 会員数  838人（令和7年3月31日現在） 

④ 令和6年度補助金  市11,704千円 
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⑤ 単位老人クラブ補助事業 

同一または隣接する地域に居住する60歳以上、おおむね30名以上の会員からなる老人クラブに年額

40,000円を上限に補助金を交付し、高齢者の教養の向上や健康の増進、地域社会との交流、レクリエー

ションなど、老後の生活を健全で豊かなものにするための活動を支援しています。 

 

⑥ 那覇地区老人クラブ連合会運営補助金 

高齢化社会の進行するなかで、高齢者福祉の向上、老後の生きがい対策のために諸事業を実施してい

る那覇地区老人クラブ連合会に運営補助金を支給しています。（平成22年度 福祉政策課より移管。） 

令和6年度は、年額3,000,000円を支給しています。 

 

⑦ 高齢者公共交通割引制度（事業開始 平成21年４月） 

高齢者の方々が気軽に出かけられる場や機会を充実させるため、休日（土・日・祝日・慰霊の日）に

沖縄都市モノレールの1日乗車券（がんじゅう乗車券）の購入に係る補助を行っています。 

  対象者は満70歳以上の市民で各駅の窓口で年齢（生年月日）と那覇市に住んでいることが確認できる

公的証明書（運転免許証、介護保険被保険者証など）をご提示いただくと、当該乗車券を1枚300円で

購入することができます。 

 

⑧ 加齢性難聴者補聴器購入費助成事業（事業開始 令和３年８月） 

難聴のため現に生活に支障をきたしている高齢者の生活の質を向上させるため、市内在住の 65 歳以

上で障害者手帳に該当しない中程度の難聴がある非課税世帯の方に対し、補聴器購入費の一部、最大

25,000 円の助成を行っております。助成人数に上限があるため、事前にちゃーがんじゅう課にご確認く

ださい。（申し込む前に購入した補聴器は助成対象外です。） 

 

５）那覇市の地域包括ケアシステム ～地域で自立した生活を送れるように～ 

 高齢者が住み慣れた地域で尊厳あるその人らしい生活を送るため、介護サービスをはじめ、福祉、医療、

権利擁護などさまざまなサービスを、包括的・継続的に提供していく機関として那覇市地域包括支援セン

ターを18カ所に設置しています。 

① 那覇市地域包括支援センター 

＜業務内容＞   

・高齢者等の抱える悩みや相談に対し、必要なサービスの紹介や解決に向けた支援を行います。 

・要介護状態になるおそれのある方へケアプランを作成したり、65歳以上の高齢者に対し介護予防 

教室を実施します。 

   ・高齢者への虐待防止や早期発見、成年後見制度の利用への支援などを行います。 

・適切なサービスが提供されるように、地域のケアマネージャーへの支援を行ったり、関係機関と 

のネットワークづくりを行います。 

・認知症の方や、そのご家族からの相談に対し、医療・福祉・介護サービスの紹介調整を行います。 

また、認知症予防講座も開催します。 

   ・地域の支援ネットワークを構築し、「地域の中で支え合い、高齢者がいきいきと暮らせるまち」づ 

くりを推進します。 
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センター名 担当地区町字名 電話番号 住 所 

石嶺 首里石嶺町2丁目・3丁目・4丁目 886-7987 首里石嶺町2-13-1 

大名 
首里石嶺町1丁目、首里赤平町、首里儀保町、首里久場

川町、首里平良町、首里大名町 
886-5177 首里大名町１-43-2 

城西 

首里池端町、首里大中町、首里金城町、首里寒川町、首

里鳥堀町、首里当蔵町、首里桃原町、首里真和志町、首

里山川町、首里赤田町、首里崎山町、首里汀良町 

887-7700 
首里池端町１番地 

102 

繁多川 繁多川、識名2丁目・3丁目 963-6478 繁多川3-4-18 

松川 大道、松川、三原1丁目・2丁目 882-1622 松川301-4 

松島 首里末吉町、松島、真嘉比、古島 882-2266 
首里末吉町 2-95-4 

２階 

識名 
字寄宮、寄宮3丁目、長田、三原3丁目、上間1丁目、 

識名1丁目・4丁目、 
987-1010 長田1-16-7 C-101 

安里 
安里、壺屋、牧志3丁目、樋川2丁目、寄宮1丁目・2

丁目 
987-9512 寄宮1-9-5 １階 

古波蔵 与儀、古波蔵、樋川1丁目 855-6254 古波蔵4-7-5 １階 

国場 国場、仲井真、真地、字上間、字識名 851-9308 上間372番地 

新都心 銘苅、天久1丁目・2丁目、おもろまち3丁目・4丁目 941-2252 銘苅1-6-15 1階 

安謝 字天久、安謝、曙、港町 860-3747 
天久1000番地ANNEX 

3階 

泊 
おもろまち1丁目・2丁目、上之屋、泊、久茂地、前島

1丁目・2丁目、牧志1丁目・2丁目 
860-5121 上之屋402-3 6階 

若狭 前島3丁目、松山、若狭、久米、辻、通堂町、西、東町 863-1165 若狭2-1-10 

城岳 松尾、楚辺、壺川、旭町、泉崎 863-3660 松尾2-16-45 

かなぐすく 

奥武山町、山下町、垣花町、字鏡水、鏡原町、住吉町、

当間、赤嶺、安次嶺、大嶺、金城、田原1丁目、高良3

丁目、宇栄原1丁目・2丁目・3丁目 

852-0777 鏡原1-68 

小禄 
字田原、田原2丁目・3丁目・4丁目、字小禄、小禄1

丁目・4丁目・5丁目  
858-0096 小禄551-1 

高良 
小禄2丁目・3丁目、字宇栄原、宇栄原4丁目・5丁目・

6丁目、字高良、高良1丁目・2丁目、具志、宮城 
859-6633 

宮城1-18-1     

3階 

 

②介護予防・日常生活支援総合事業 

65歳以上のすべての高齢者を対象に介護予防を目的とした事業を実施しています。一人ひとりの状態 

に合わせた介護予防や生活支援サービスを利用することができます。 
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（１）サービス・活動事業 

対象：要支援１・２と事業対象者（基本チェックリスト該当者） 

 
 

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス 

 
 
 

    

 

訪問型介護サービス 

（介護予防ホームヘルプサービス） 

ヘルパー（訪問介護員）による身体介護と生活援

助のサービス 

生活支援訪問型サービス 

（緩和型ホームヘルプサービス） 

指定を受けた事業所・団体等で一定の研修を受け

た者による生活支援サービス 60分程度/回 

地域支えあい訪問型サービス 

 

住民主体の自主活動として行う生活支援サービ

ス 30分程度/回 

短期集中訪問相談サービス 

 

栄養士・作業療法士・歯科衛生士が自宅に訪問し、

専門的なアドバイス等を受けるサービス   

通
所
型
サ
ー
ビ
ス 

 

       

通所型介護サービス 

（介護予防デイサービス） 

通所において生活機能向上のための機能訓練や

介護専門職による身体介護を要する方へのサー

ビス 

元気向上通所型サービス 

（緩和型デイサービス） 

指定を受けた事業所による送迎を伴う、運動や 

体操など身体介護が不要な方へのサービス 

住民主体通所型サービス 住民による体操・運動などの介護予防のための通

いのサービス 

短期集中地域リハビリ教室 

 

理学療法士等による専門的な機能訓練を４カ月

の短期集中的に行うサービス 

 

（２）一般介護予防事業 

 対象：65歳以上のすべての方、その支援のための活動に関わる方 

地域ふれあいデイサービス 那覇市内142ヶ所（R7.3月現在）において、介護予防のための

体操や運動等を実施。※1  

地域包括支援センターが主催して

いる介護予防教室 

那覇市内18ヶ所の地域包括支援センターにおいて介護予防のた

めの栄養・運動等について学ぶ教室（講座） ※2 

認知症予防教室 認知症予防の講話・脳トレ・体操等を学び実践する講座 ※2 

介護予防講演会 介護予防・認知症予防に関する知識などの普及を目的として専

門職による講演会 ※3 

筋力アップ教室 筋力低下の予防・体力維持のため、マシンを使用した筋力アッ

プ教室 ※3 

介護予防リーダー養成講座 介護予防のための地域のリーダーを養成する講座  

介護予防リーダー実践養成講座 ちゃ～がんじゅう体操広めたい講座 ※3 

いきいき百歳体操リーダー養成講座 ※3 

認知症予防リーダー養成講座 ※3 

ちゃーがんじゅうポイント制度 高齢者がボランティア活動を通して生きがいづくりと介護予防

を推進することを目的とし、その実績に応じてポイントを付与

し交付金を受け取ることができます。※3 
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  ※1 那覇市社会福祉協議会へ委託して実施 

※2 那覇市地域包括支援センターへ委託して実施 

※3 ちゃーがんじゅう課（包括支援グループ）にて実施  

 

③認知症施策 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けられる 

ための取り組みを実施しています。 

（１）認知症サポーター事務局の設置 

   認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を見守る『認知症サポーター（応援者）』を養成 

する認知症サポーター養成講座の開催を推進します。 

（２）認知症地域支援推進員の配置 

那覇市内18ヶ所に設置した那覇市地域包括支援センターへ「認知症地域支援推進員」 

を配置し、 認知症に関する医療、介護・福祉サービスの調整等を行います。 

①認知症の人やその家族等からの個別相談や居場所づくり（認知症カフェ等） 

②認知症予防講座の開催 

③認知症の方の医療や介護サービス等の調整 等 

（３）認知症初期集中支援チームの設置 

   平成29年度より、認知症やその疑いのある方とその家族を対象に、医師・専門職が早期に集中 

的に関わり、早期診断・早期対応、早期自立へつなげるよう、ちゃーがんじゅう課へ『認知症初 

期集中支援チーム』を設置し、支援します。 

(４）認知症による道迷い等の早期発見体制整備 

     認知症症状等で道迷いの可能性がある方で、ご希望される方に「那覇市SOSリング」、「那覇市み 

まもりシール」を無料で配布します。道迷いや行方不明になった場合に備え、早期発見、家族等に連 

絡のとれる体制を構築し、認知症高齢者等の安全の確保及び家族等の心身の負担を軽減し、安心した生 

活が継続できることを目的としています。 

 

④在宅医療・介護の充実にむけて 

  医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期ま 

で続けることが出来るよう、在宅医療と介護を包括的かつ継続的に提供するために、居宅に関する医療 

機関と介護サービス事業者などの関係者の連携を推進します。 

 那覇市医師会内へ、『那覇市在宅医療・介護連携支援センター ちゅいしーじー那覇』を委託して設置 

し、高齢者の在宅療養の充実に向けて、専門職等への助言や医療機関・介護サービス事業所等との連携、 

調整を行います。 

※「ちゅいしーじー」とは  互いに助け合うさまを指し、医療や介護が必要な状態となっても、地 

域の中で安心して過ごすことができるための地域全体のふれあいを意味します。 

 

６）地域密着型サービス事業者の指定 （事業開始 平成18年４月） 

令和７年10月1日現在（休止中の事業所は除く） 

①小規模多機能型居宅介護（通所介護を中心に利用者の選択に応じて訪問介護や泊りのサービスを組み

合わせて多機能なサービスを提供） 14ヶ所 
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②看護小規模多機能型居宅介護（小規模多機能型居宅介護のサービスに訪問看護が加わる） 2ヶ所 

③認知症対応型通所介護（認知症高齢者を対象に専門的なケアを提供する通所介護） 4ヶ所 

④認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活）  20ヶ所 

⑤地域密着型特定施設入居者生活介護（定員29人以下の小規模な介護付き有料老人ホーム）5ヶ所 

⑥地域密着型通所介護（定員18人以下の小規模な通所介護事業所） 23ヶ所 

⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（日常の生活の世話や介護、機能訓練や健康管理のサー

ビスを受けながら生活をおくる施設）7ヶ所 

⑧定期巡回・随時対応型訪問介護看護（介護職員と看護師による定期的な訪問と随時対応） 4ヶ所 

 

７）那覇市内の介護保険事業者の指定 （事業開始 平成25年４月） 

 那覇市内の居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護保険施設、介護予防サービス事業者の指定

を行っています。介護保険事業者は、那覇市長の指定を受けてサービスの提供を行うことになります。 

指定を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。 

１．申請者が法人であること。 

（営利・非営利を問わず、法人格を有していればこの要件を満たすことになります） 

  ※個人による経営が現在認められている病院、診療所により行われる居宅療養管理指導、訪問看護、

訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び薬局により行われる居宅療養管理指導につ

いては不要（みなし指定） 

２．従業者の知識、技能、人員が那覇市条例等で定める基準を満たしていること。 

３．那覇市条例等に定める設備及び運営に関する基準に従って適正な事業運営を行えること。 

 

介護保険事業者の提供するサービス等 （令和７年10月1日現在） 

※訪問介護及び通所介護については、従来の介護予防事業が平成30年度より介護予防・日常生活支援総合

事業（※総合事業）として、それぞれ訪問型従前相当サービス・通所型従前相当サービスへ移行 

※休止事業所を含まない 

 

○サービス種別 内容 事業所数 

介護予防 

(※総合事業) 

事業所数 

訪問介護（総合事業） 

訪問介護員等が要介護者（要支援者）の居宅を訪問して、入

浴・排泄・食事の介助、着替え・清しきなど身体介護、調理・洗

濯・清掃など日常生活上必要な生活援助を行う。 

60  40 

訪問入浴介護（予防） 

要介護者（要支援者）の居宅を入浴車等で訪問し、浴槽を提供

して、洗髪・洗体など入浴介助を行う。 原則、1回の訪問につ

き、看護職員1人と介護職員２人で行う。 

3 2 

訪問看護（予防） 

主治医の指示により看護師等が病状が安定期にある要介護者

（要支援者）の居宅を定期的に訪問し、健康チェックや療養の

世話、助言などを行う。 看護師のほか、保健師、准看護師、理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士がサービスを担当する。 

179 81 
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訪問リハビリテーション

（予防） 

主治医が必要と認める要介護者（要支援者）に、理学療法士・

作業療法士・言語聴覚士が居宅を訪問してリハビリテーションを

行う。 

99 14 

居宅療養管理指導 

（予防） 

通院が困難な要介護者（要支援者）の居宅を、医師・歯科医師・

薬剤師等が訪問し、療養中の指導や助言を行う。また、ケアマ

ネージャーに対しケアプラン策定に必要な情報提供を行う。 

233 136 

通所介護 

（※総合事業） 

通所介護事業所において、通所する要介護者（要支援者）に日

帰りで健康チェック・入浴・食事・機能訓練などを行う。 
108 90 

通所リハビリテーション

（予防） 

主治医が必要と認め通所する要介護者（要支援者）に、理学療

法士等がいる介護老人保健施設・病院・診療所等において、日

帰りでリハビリテーションを行う。 

19 19 

短期入所生活介護  

（予防） 

特別養護老人ホーム等において、要介護者（要支援者）に短期

間、食事・入浴・排泄・着替え・レクリエーションなどの他、日常

生活の世話や機能訓練を行う。 

12 12 

短期入所療養介護 

（予防） 

介護老人保健施設等において、要介護者（要支援者）に短期

間、医学的管理下での機能訓練や食事・入浴・排泄・着替えな

どの日常生活の支援を行う。 

6 6 

特定施設入居者生活

介護（予防） 

有料老人ホーム等に入所する要介護者（要支援者）に、ケアプ

ランに基づき、介護・家事・機能訓練・療養上の世話を行う。 
7 5 

福祉用具貸与（予防） 
要介護者（要支援者）の日常生活の自立を助けるための福祉用

具の貸与を行う。※車いす、ベッド等 
13 12 

特定福祉用具販売 

（予防） 

要介護者（要支援者）の日常生活の自立を助けるための福祉用

具のうち、貸与に馴染まない排泄・入浴などに使用する用具の

販売を行う。※腰掛便座、簡易浴槽等 

11 11 

居宅介護支援 
介護支援専門員により、居宅サービス計画の作成をはじめ、在

宅の要介護者に対するケアマネジメントを行う。 
72 18 

計 822 446 

 

○介護保険施設 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

常に介護が必要で、自宅では介護ができない方（原則要介護3

以上）へ食事・入浴など日常生活の介護や健康管理を行う。 

    7 

介護老人保健施設 

病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方へ医学

的な管理のもとで介護や看護、リハビリを行う。 

6 

介護医療院 

長期にわたり療養が必要である方へ療養上の管理、看護、医

学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療

並びに日常生活上の世話を行う。 

1 



 90 

８）有料老人ホームに関すること 

有料老人ホームとは、老人を入居させ、「入浴、排泄又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除 

等の家事」又は「健康管理」のいずれかのサービスを提供する施設であって、老人福祉施設等でない施設

をいいます。                   

有料老人ホームの設置については、老人福祉法の規定に基づき、あらかじめ市長に届出が必要です。 

◆市内の有料老人ホームの設置届受理件数（令和７年10月1日現在） 

 

住宅型有料老人ホーム  80施設 

介護付き有料老人ホーム  5施設（地域密着型特定施設入居者生活介護は除く） 

サービス付き高齢者向け住宅  9施設 

 


